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は　じ　め　に

　　　分析の課題

本稿は，わたしの年来のテーマである「近代天皇制国家の変質過程にかんす

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８１）



　２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第３号）

る研究」のための理論的仮説作業の一部分にあたるものである 。あえて「作業

の一部分」とい っているのは，明治維新（１８６８年）によっ て誕生し，大目本帝

国憲法の発布（１８８９年） ・帝国議会の開設（１８９０年）によっ て進展する帝国憲法

体制とともに確立した天皇制国家を，絶対主義国家の確立としてとらえるわた

しにとっ ては，絶対主義論とその特殊目本型天皇制絶対主義を明らかにする理
　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ）
論構成を行わねばたらないからである 。

　（１）わたしは，これまでに近代天皇制国家の変質過程を検討するための分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
視角として，下山三郎氏や星埜惇氏らの問題提起に触発されながら，　ｒ上から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
のブルジ ョァ革命」という用語を用いてきた。げれども，この用語では，変質

した近代天皇制国家の移態を説明しうる論理たりえたいことに気がついた 。

「上からのブノレジ ョァ革命」とか「上からの革命」という用語は，あくまでも

ある国家移態が他の国家彩態へ移行し変質していくプ ロセスの間題であり ，そ

の変質過程をリードしていくヘゲモニーの所在にかんする観定にしかすぎず ，

したが って，その結果としてつくり出された国家の内容を明示する概念たりえ

ない。だから，変質した天皇制国家の本質＝内容揚定をも包含しうる概念揚定

が改めて問われる必要がある 。本稿は，そのための試論である 。

　ところで，変質した天皇制国家とわたしがいうとき，それは絶対主義天皇制

国家がブノレジ ョァ国家としての本質をそなえることを意味している 。そのブ ノレ

ジョ ア国家への変質がいつごろから進行しはじめ，いつ完了するかについては ，

続稿において具体的に論証する 。したが って，ここでは誤解をさげるために ，

その転化と完了の時期についての断定はさしひかえておきたい。ともあれ，変

質した天皇制国家を歴史的範曉としての特定の国家の形態のなかに求めるとす

れぱ，それはさしあた ってはボナバルティズム概念以外にはないように思われ

る。

　（２）ボナバノレティズムというのは，周知のように，マノレクスが『ノレイ ・ボナ

パルトのブリュメーノレ十八目」（１８５１年１２月～５３年２月執筆）において ，１８５１年１２

月に第二共和制を転覆し，やがて第二帝政を構築していく二代目ポナパノレトの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
政治的支配体制のあり方を特徴つげるために用いたものである 。けれとも ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８２）
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ポナバノレティズムという特殊な政治 レジームについての概念規定は，け っして

『ブリュメール十八目』で完成したわけではない。たしかに，そこには，ニコ

ラス ・プーラソソアスがその著ｒ資本主義国家の構造』（田口 富久治，山岸紘一

訳， １・ １， 未来杜刊）で詳細に分析しているように，ポナバノレティズムとして

歴史的範時化される資本主義国家の一つの形態の基本的モメソトがはとんと包

摂されている 。だが，ポナパノレティズムという概念は，第二帝政の展開にとも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
なっ てマルクスとエソゲルスの共同研究によっ て理論的にも実証的にもより深

められたぱかりでなく ，他の諸国家とくにイギリスやブ ロシァの分析にも適用

　　　　　　　　　６）
しようとされていた。さらに，レーニソもまたマルクス ・ニソゲノレスのボナパ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
ルティズム 論を援用して ロシアの国家権力の分析を行 っているのである 。この

ようにみてくると ，ボナパノレティズムは，最初は第二帝政の成立 ・発展という

フラソスのこの時期の国家の特質規定のために用いられたが，やがて他の諸国

の特定の歴史的発展段階にある国家彩態を特徴つける普遍的概念 ＝歴史的範晴

として発展させられたものということができる 。

　ホナバノレティスムが歴史的範時としての特定の国家彫態をさす概念として発

展させられたとすれば，（イ）その理論形成史の検討が必要であり ，（口）それぞれの

国の統治形態のちがいにもかかわらず内容的に一致する共通の指標は何かとい

う， 少くとも二つの間題の考察が必要とたる 。理論彩成史というのは・マノレク

スやエソゲルスがボナバノレティズムという用語を普遍化するためにどのような

理論構成を行い，また，それをレーニンがどのように継承 ・発展させたかとい

うことにほかならない。また，共通の指標というのは，ポナバノレティズムとい

う概念によっ て諸国の国家形態を華断する（歴史的範晴化）ということになれぱ ・

それぞれの国におげる国家の外見的彩態＝統治形態（共和制，立憲君主制）の如

何を問わず，国家の実質的な内的側面である政治 レソームの相似性をこそ問題

にしなけれぼならたい 。

※　本誌の性格上（経済学部の学生諸君のすべてが会員である） ，ここでわたしが使

　用する国家の諸概念について ，簡単泣 コメソトを付しておくことにしよう 。

¢国家とその本質。国家というのは，そのときどきの特定の歴史的内容をもつ経済的

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８３）
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　支配＝搾取階級（奴隷制国家＝奴隷所有者階級，封建国家 ＝封建的土地所有階級た

　る領主および家臣団，資本主義国家＝資本家階級および大土地所有階級）が，自分

　たちの経済的支配という共通の利益を守り発展させるために，直接あるいは問接に

　政治権力を領有し，その公的組織である国家装置＝国家機構（国家元首，政府，官

　僚機構，議会および地方権力機関などの国家諸機関，裁判や検察などの司法諸機

　関，警察や軍隊や諜報機関などの強力装置など）を通じて ，被支配階級を政治的に

　支配し抑圧する政治組織のことである 。このように，国家は支配階級の独裁の決定

　的な手段である。しかし ，支配階級はその他の政治組織（政党や政治的任意団体）

　や杜会組織（企業家団体や経済的 ・杜会的任意団体，宗教団体）を組織し ，それら

　の手も借りて自己の独裁，自已の権力を実現する 。だから ，階級独裁は国家装置を

　主要な実現手段とし，その他の政治的 ・杜会的組織を補完的とするということがで

　きる 。

　国家の類型。その国家が，どのような経済的土台（奴隷制か封建制か資本主義か）

　に立脚し，どのような基本的生産手段の所有者＝支配階級の利益を擁護しているか

　によっ て類別されるものであり ，奴隷制国家，封建国家，資本主義国家の三つが国

　家の基本的類型をなす。杜会主義国家は生産手段の杜会全体による所有を基本とす

　る杜会であるから ，そこでは特定の人問集団による支配という実体は存在せず，し

　たが って階級支配の装置ではない。その意味で，杜会主義国家は国家という形態を

　とっ てはいるが，階級国家とは本質的にちが っている 。

　国家の彬態。国家の形態というのは，国家のある基本類型がそのときどきの経済的

　発展段階，したが って階級関係や階級闘争の発展段階に応じてとる具体的な彬態の

　ことである 。奴隷制国家での国家の形態はギリシア ・ローマ的形態やアジア的専制

　的君主彩態，封建国家では純粋封建的移態と絶対王政的国家捗態というように類別

　できる。資本主義国家の場合は，これまでの伝統的な類別の仕方では立憲君主制と

　共和制を国家形態としてとらえられてきた。資本主義国家の生成期においては，立

　憲君主制や共和制という外見的形態はその内容（立法権の執行権への優越，ブ ノレジ

　ョ ァ・ デモクラシー）とほぼ一致していた。だから ，その時期においては，立憲君

　主制や共和制を国家彩態の類別の指標として用いることができる 。げれども ，十九

　世紀後半期以降とりわげ二十世紀になると外的彩態と内的側面とは合致しなくな っ

　た。本稿のテーマであるボナパノレティズムもそうであり ，さらには資本主義が発展

　して独占資本主義の段階に到達するとともに外的移態と内的側面の乖離はい っそう

　はたはだしくな ってきた。立憲君主制や共和制という外見をもちながら ，その実は

　ブルジ ョァジー全体の利益ではなく ，その一部分である独占資本家の利益に奉仕す

　るという内容をもち，またファシズムという体制をそなえるにいた った。このよう

　に，資本主義のより高度な段階への発展，したが って ，資本家相互問の利害対立 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８４）
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資本家階級と労働者 ・農民階級との利害対立という複雑な階級対立と闘争の発展に

つれて ，立憲君主制とか共和制という古典的な国家彬態の類別法では処理すること

　が困難にな ってきた 。

　　そのため ，今目では国家彬態の区分の方法として ，６国家の外見的彩態としての

　統治彬態（立憲君主制，共和制） ，　国家の内的側面としての政治 レジーム ，◎国

　家的統一の組織彩態（単一国家か連邦または連盟国家か） ，という三つのモメソト

　の統一体としてとらえるのが有力にな っている 。例えぱ，ソ連邦科学アカデミー国

　家法研究所の見解（『マルクス ・レーニソ主義 ・国家 ・法の一般理論』 ，藤田勇監訳 ，

　上巻，２３４～２４０頁参照）や ，藤田勇氏の見解（ｒ国家論の基礎的カテゴリーについ

　て」一『現代と思想』１８，所収）がそうであり ，一また ，グラムシは¢に力点をおき

　（ｒ現代の君主』青木文庫版） ，さらにグラムシに啓発されながらも相互にいちじる

　しいちがいを示しているプーラソソァス（前掲書および『ファシズムと独裁』 ，田

　中正人訳，杜会評論杜刊 ，参照）とラノレフ ・ミリバソト（ｒマノレクス主義政治学入

　門』 ，北西允 ，田口 富久治，綱井幸裕訳，青木書店および『現代資本主義国家論』

　田口 富久治訳，未来杜刊，参照）も四こよっ て国家彬態を区分しようとしている

　（両人の論争については，田口 富久治著『マノレクス 主義国家論の新展開』 ，青木書

　店刊 ，参照）。 田口 富久治氏の見解もほぽ＠，¢，０によっ て国家形態を考えてお

　られるとみてよかろう（田口ほか著ｒ政治の科学』改訂新版 ，青木書店刊）。 わた

　しも ，この三つのモメソトの統一体として国家形態を考えることに基本的に賛成で

　ある 。ただ ，その場合，もっとも主要な契約としては０であると考える 。

¢統治形態。統治彩態というのは，資本主義国家の例でいえぱ，君主や大統領などの

　国家元首の選定の方法，政府の構成＝大臣任免の方法（政党内閣か君主あるいは大

　統領の任命制か） ，行政装置の構成の仕方や任免の方法，議会の構成（一院制か二

　院制か）と議員の選出方法（財産制限選挙か普通選挙制か）等々 ，国家権力の最高

　諸機関の組織の仕方および諸機関の構成の手続きとい った国家の外見的彩態にかか

　わる概念である 。この外見的彩態は，権力の最終機関である君主制と共和制という

　表章に収敷させ，君主制的彩態と共和制的移態とに区別することができる 。

¢政治 レジーム 。政治 レジームという概念はきわめて馴染みにくい言葉である 。それ

　が含意しているのは次のことである 。＠支配階級が自己の利益を貫徹するのにブ ノレ

　ノヨ ア民主主義的方法をとっ ているか，公然たるテ ロ的独裁という方法をとっ てい

　るか，◎立法権（議会）と執行権（政府，文武官僚機構）のいずれが優位している

　か ，◎国家の執行府のスケジューノレをにぎる権力考集団の存在の仕方，最有力な経

　済的支配階級を代弁する政党および企業家団体と国家権力者集団との結合様式など

　である 。ｒ国家 ・法の一般理論』が，「政治 レジームは，国家権力の手段 ・方法の総

　体によっ てだげではなく ，国家装置そのものの一定の構造的特殊性（変化）によっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５）
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　　ても特徴づげられる」（前掲訳書，２３８頁）といい，ｒ国家権力組織の特徴的な基本

　　的輸郭，国家権力組織の特有な性質と活動方法」といっ たｒ国家の移態の主要な内

　　的な側面である」（同上，２３６頁）と述べているのは，具体的には以上のことを理論

　　的に整理したものと考えることができる。だから ，政治 レジームという表現は，政

　　治的支配の具体的体制といいかえてもよかろう 。この政治的支配体制 ＝政治システ

　　 ムのなかに，そのときどきの国家の構成原理が表出されているのである 。

　（３）さきにことわ っておいたように，本稿は，あくまで近代天皇制国家の変

質をとらえるための理論的仮説をつくり上げていく作業の一部分にしかすぎな

い。 そのために，ボナバルティズムの概念の展開にかんする分析とい っても ，

フラソスその他の諸国におげるボナバノレティズムの形成 ・発展，そしてそれら

の諸副こおげる本格的な帝国主義体制ないしファシズム体制への転化という具

体的な歴史過程そのものにまで立ち入るものではない。この点あらかじめおこ

とわりしておきたいと思う 。

　　たお，本稿は，本学の大学院経済学研究科での１９８０年度の演習での講議 ノートに手

　を加えたものである 。討論に参加されたのは経済学研究科博士課程の湯浅良雄（現愛

　媛大学助教授）横山寿一 および杜会学研究科竹内真澄の三君であり ，本稿はその討

　論の過程で深められたものである 。

　　１）絶対主義または絶対王政というのは，封建制の解体期に対応する国家形態であ

　　　り ，したが って国家の類型としてはあくまで封建国家のことである。それゆえに ，

　　　天皇制国家が１９００年代に入るや，国家類型としては本質的にブ ノレジ ョア国家であ

　　　り ，国家形態としては，絶対主義であるという中村政則氏（『大系目本国家史』

　　　Ｉ ，皿 ，東大出版１９７５～６）や芝原拓自氏（岩波講座『目本歴史』近代２ ．１９７６

　　　年）などの見解とわたしの考え方とは対立する。この点は，続稿で具体的に展開

　　　するところであるが，さしあた って藤井松一 佐々木隆爾氏とわたしの共著『目

　　　本資本主義発達史』の中の拙稿部分である第一章補論「国家権力の構造にかんす

　　　る諸説」（有斐閣１９７９年５月）を参照していただきたい。なお，星埜惇著『国家

　　　移行論の展開』での中村政則氏批判の個所で述べられている「国家類型と国家移

　　　態」についての論述には，いくらかの理論上の問題はあるにしても ，基本的には

　　　私の見解と同じであり ，賛同できる規定である。星埜氏の理論展開についての疑

　　　問は拙稿（福島大学『商学論集』５２巻１号）を参照されたい 。

　　２）　ｒ上からのブ ノレジ ョァ革命」論を目本近代史に適用しようとする試みは，はじ

　　　め服部之総氏によっ て行われた。その試みにたいして ，一定の評価を与えながら ，

　　　しかも古典の読みかえしを通じて批判を加えながら独自の見解を示したものが下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８６）
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　山三郎著『明治維新研究史論』である 。また，独自の理論構成にもとづいて天皇

　制国家の変質過程を追求しようとしたのが，星埜惇著『杜会構成体移行論序説』

　および『国家移行論の展開』である 。本稿では，この二人のすぐれた仕事を十分

　にふまえながら ，一定の批判をこめて新しい視点からの課題設定を行うつもりで

　ある 。

３）拙稿「日本近代史分析の一視角」（歴史評論 ，１９６８年４月） ，「近代天皇制論」

　（講座『目本史９』東大出版会 ，１９７１年） ，大橋隆憲編『目本の階級構成』 ，第二章

　（岩波新書 ，１９７１年） ，拙編『天皇制と民衆』第４章（東大出版会，１９７６年）たど
。

４）プルクスがボナパルティズムという場合に ，第一帝政をさしている個所もある

　がほとんどの場合には第二帝政をさしており ，とくにそれを概念化しようとして

　いるのは第二帝政にかんしてであると思われる。この問題については，第二帝政

　＝ボナパノレティズムとする下山三郎氏（前掲書）にたいして ，第一および第二帝

　政と考えるべきだという西川長夫氏（ｒポナパノレティズム概念の検討」ｒ思想』

　５８３号１９７３年１月 ，「ボナパノレティズムの原理と彩態」一河野健二編『フラソス

　・ ブノレジ ヨア杜会の成立』所収，岩波書店 ，１９７７年１０月）や ，本池立氏（ｒフラ

　ソス第二帝政から第三共和国へ」岩波講座『世界歴史，近代７』）の見解がある 。

　なお，淡路憲治氏も第二帝政に限定しておられる（ｒ西欧革命とマルクス ・エン

　ゲルス』，未来杜，１９８１年）

５）マノレクスとニソゲノレスとの国家論のちがい ，ニソゲノレスによるマノレクスの歪曲

　という捗で両者をひきはなしてとらえようとする試みがある（例えぱ，柴田高好

　氏 ，大藪龍介氏など）。 たしかに，仔細に検討していけぱ ，マノレクスの柔軟で豊

　富なとらえ方が，ニソゲノレスによっ ていきなり国家の本質規定ビ迫る短絡的なと

　らえ方に還元されている場合がしぱしぼみられる 。けれども ，ある政治的事件や

　それによっ てひきおこされてきた国家の政治 レジームの変化をどうとらえるべき

　かという点については，マノレクスとエソゲノレスは書翰を通じてしぱしぱ意見を交

　換しており ，マノレクスの著作の重要な部分の中にエソゲノレスの見解が，またニソ

　ゲノレスの著作の中にマルクスの意見が盛りこまれている 。ボナパルティズム概念

　についても ，跨大た往復書翰から知られるように，両者の意見交換の過程でつく

　り上げられたというべきであろう 。この点は，本文で示すところである 。

６）　 プノレクスとニソゲルスから ，それぞれ一つだけ拾い出しておこう 。

　の「プ ロシアは ，１８０８年～１８１３年に開始し ，１８４８年にほんのすこしおしすすめた

　そのブルジ ヨア革命を ，今世紀の終りごろボナパルティズムの気持のいい形態で

　完成するという奇しき運命をもっ ている 。イギリスでは，ブ ノレジ ョアジーは彼ら

　のはえぬきの代表者たるブライトを政府内におくりこむのに選挙権の拡張による

　ほかなか ったが，この選挙権の拡張は，その結果として全ブ ノレジ ョァ支配をおわ

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８７）



８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第３号）

　　らせずにおかないのである。」（ユソゲノレス『ドイツ 農民戦争』第二版序文１８７０

　　年）。

　　◎マノレクス自身は，きわめて慎重であるが，例えぱイギリスのデ ィスレリーやバ

　　 ーマストソ内閣，ドイツのビスマルク政権のボナバノレティズム化の傾向を指摘し

　　ている。この点については，本文の中でフォローすることにする 。そこで ，ここ

　　ではさしあた って ，一つだげその事例をあげておくに止める。彼は，ｒフラソス

　　におげる内乱』（１８７１年執筆，全集第１７巻）で，フラソスの第二帝政は，ｒブルジ

　　　ョアジー が国民を統治する能力をすでに失 っており ，そして労働者階級がまだそ

　　れを獲得していないような時期におげる ，ただ一つの可能な政府彩態であ った 。

　　　（中略）国家権力は，外見上は杜会のうえに高くそびえていたが，同時にそれ自

　　体，この杜会の最大の汚屠であり ，まさに杜会のあらゆる腐敗の温床であ った 。

　　 この国家権力そのものの腐敗と ，この権力によっ て救われた杜会の腐敗とは，プ

　　 ロイセソの銃剣によっ てあらわにされたが，そのプ ロイセソ自体は，いまやこの

　　統治の最高の本拠をパリからベノレリソに移転させることに熱中しているのであ

　　る」（３１５頁） ，と書き ，プ ロイセソのボナバノレティズム 化を示唆している 。

　７）　 レーニソは，「ヶレソスキー内閣は，疑いもなくボナバノレティズムの第一歩の

　　内閣である」と述べている 。（レーニソ「ボナパノレティズムの始まり」 ，１９１７年７

　　月，レーニソ全集 ，邦訳第２５巻２４２頁）。

　　　なお，あらかじめ留意しておかねほならたいのは，次のことである 。レーニソ

　　は，この論文を書く以前に ，すでにｒ帝国主義論』（１９１６年）。 ｒ帝国主義と杜会

　　主義の分裂』（１９１６年）あるいは『国家と革命』（１９１７年）を書き ，資本主義の最

　　も発展した段階である帝国主義の経済的特徴づけや政治的特徴づげを行 った。ま

　　た，それよりさきのｒ杜会主義と戦争』（１９１５年）では，ｒロシアは，ペルシア ，

　　満州 ，蒙古にたいするソアーリスムの政策に，最新型の資本主義的帝国主義が現

　　われたが，しかし全体として ，ロシアでは軍事的 ・封建的帝国主義が優勢であ

　　る」（全集第２１巻，３１２頁）と書いている 。帝国主義の概念を確立していたレーニ

　　 ソが，ケレソスキー内閣をなぜボナバノレティズムと規定したのかという点は，ボ

　　ナバノレティズムと帝国主義との国家彩態としての連関，またはちがいをどうとら

　　えるべきかという課題を提起しているとい ってよかろう 。

Ｉ　 マノレクスのボナパノレティ ズム 規定の発展

　マノレクスがボナバノレティズムという観定をはじめて行 ったのは，周知のよう

に，　『 ノレ イ・ ボナバノレトのブリュメーノレ十八目』（１８５１～５２年執筆，マノレクス ・エ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８８）
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ソゲノレス 全集 ，第８巻所収）こにおいてである 。そして，わが国ばかりでなく洋の

東西を問わず，ボナパルティスムという概念の利用はマルクスのこの著書に依

拠しているか（例えぱプーラソッァスｒ資本主義国家の構造』）、またはニソゲルスの

『住宅問題』（１８７２～７３年執筆）や『家族，私有財産およぴ国家の起源」（１８８４年

執筆），『歴史におげる強力の役割」（１８８７～８８年執筆）を典拠とするのが通例で

あっ に。 げれとも考えてみれは，　『フリュメーノレ十八目」から『住宅問題』ま

でには２０年という歳月のひらきがあり ，この２０年をとびこえて再びポナバルテ

ィズムが論じられるという受げとり方は，そもそも不自然な理解の仕方である 。

そのうえ，　ｒブリュメール十八目』は，実のところボナバノレトが１８５１年１２月２

目のクーテタで第二共和制を転覆して権力を纂奪するところで終 っており ，彼

がナポレオン三世としていよいよ本格的な帝政を開始した以後のことを叙述し

たものではない。その帝政は，それ以後１８７０年９月４目に終焉して第三共和制

が実現するまでの，ほぼ２０年問にわたる治世の時代をもっ ていた。この２０年問

にわたる治世は，当然のことながら，それ自体の成立 ・発展 ・消滅という歴史

的生命をもっ ていたということであり ，そこにはボナパルトの独特の政治的支

配の体制そのものの変化 ・発展がふくみこまれていた。したが って，この問に

はマルクスやエソゲノレスによる『ブリュメール十八目」以後のボナパノレト帝政

についての多様なとらえ方，また『フランスにおける階級闘争』や『ブリュメ

ール十八目』でのフラソスのプ ロレタリアートにたいする過大な期待について

の誤りの自己反省をふくめた理論の再構成があ ったはずである 。そして，この

理論的なきびしい自已反省と第二帝政についての多面的な把握が，ｒブリュメ

ール十八目』でのノレ イ・ ボナパノレトの特殊 フラソス的支配体制をボナパノレティ

スムという世界史的普遍的なもの＝歴史的範曉としての国家捗態にまで昇華さ

せていく思考過程ではなか ったかと ，わたしは考える 。

　そこで，まずはじめに，マノレクスの第二帝政についてのとらえ方の発展をさ

ぐっ てみることにしよう 。その発展を明らかにするために，わたしは『ブリュ

メール十八目』での諸規定を忠実に追うことからはじめ，ついでそこでの諸規

定がどのようにつくりかえられていくかを明らかにすることにしたい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２８９）
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　１〕　『ルイ ・ボナパルトのブリュメール十八目』での規定

　（Ａ）第二共和制論

　ここでは，マノレクスが ノレ イ・ ボナバノレト政樹こ与えた揚定を考察することに

しよう 。そのためには１８４８年２月革命を起点とする第二共和制の性格規定と ，

その共和制のもつ諸矛盾の素描が不可欠の前提となる（以下引用は全集，邦訳）。

　◎　共和制の性格規定

　マノレクスは，二月革命によっ て成立した臨時政府（１８４８年２月２４目成立）には

王朝的反政府派（オデイロソ ・バロの指揮下にある商工業ブ ノレジ ョアジーの自由主義

者たち）や共和主義的 フノレショ アシー 民主主義的 ＝共和主義的小 フルショ ア

シー そして杜会＝民主主義的労働者とい った革命を準備しあるいは決定した

分子がみな臨時の地位を占め，選挙制度の改革によっ て有産階級の政治的権利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
を拡大し，金融貴族の排他的支配を倒そうとしたと書いている（１１３頁）。 だが ，

これらのブノレジ ョアジーは，６月２２目から２７目のパリの労働者の蜂起を徹底的

に弾圧した。こうして，ブルジ ョアジーは革命の結果をブルジ ョア的尺度にひ

きもどすことに成功し，ブルジ ョア共和制は「人民の名においてブルジ ョアジ

ーの全体が支配する」体制をつくり上げたのである（１１４頁）。 この成皿したは

かりのフノレショ ア共和制の主導権を掌握していたのは純粋共和派＝オノレレアソ

派であ ったが，その他の諸階級や階層　　金融貴族，産業 フノレショ ァソー 中

間層，小 フノレソヨ ア， 農村住民，知識分子，軍隊，坊主，遊動警備軍として組

織されたノレソペソ ・プ ロレタリアート　が味方していた 。

　マノレクスは，二月革命による臨時政府の成皿，そして６月のプ ロレタリァー

トの蜂起を弾圧した後のブノレジ ョア共和制を，　「人民の名においてブノレジ ョア

シーの全体が支配する」「最高の国家彬態」と規定したがら，しかもそれが

「一つの階級（ブ ノレジ ヨァジーのこと）の他の諸階級にたいする無制限の専制」

以外の何物でもないことを指摘した（１１５頁）。 このブノレジ ョア共和制について

の性質規定は，マノレクスが，ｒへ 一ゲノレ法哲学批判』（１８４３年執筆）で君主制と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
対比しながら民主制にたいして与えた ロマソ主義的規定とは，はなはだしく異

なっ ていることを見落してはならない。その「無制限の専制」を可能にしたの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０）
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は， 生まれたばかりのこのブノレジ ョア共和国が，七月王政時代の「行政 ・地方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
制度，司法，軍隊などの古い組織に手をふれなか った」（１！９頁）ぼかりでなく

，

常備軍の将校が指揮する２４大隊 ＝２万４，ＯＯＯ名もの遊動警備軍を新しく組織し

たことによる 。実際，憲法制定国民議会においてブノレジ ョア共和派が憲法につ

いて討議し表決することに没頭している期問（１８４８年６月２５目から１２月１０日まで） ，

陸相をつとめていたカヴェニヤツクが首相となり（１８４８年６月２８目），彼の命令

のもとにバリは戒厳状態か維持されていた。マノレクスは，　「このバリの秋厳状

態は，共和国を生みおとす陣痛に悩んでいた憲法制定議会の産婆役であ った」

（１２３頁）と書いている 。とはい っても ，　「カヴェニヤツク ，これはブルジ ョァ

杜会にたいするサーベノレの独裁ではなくて，サ ーベルによるブルジ ョアジーの
　　　　　　４）
独裁であ った」。こうして生みだされた新憲法（１８４８年１１月１２目分布）は，一院

制， 普通選挙制をうた ったが，同時に大統領に広範な権限を与えた。１２月１０目

にボナパルトが大統領に選出され，１２月２０日カヴ ェニャックが解任され，ポナ

バノレトによっ てオデイロソ ・バロ が内閣を組織するに及んで純粋ブノレジ ョア共

和派は没落させられていく 。

　ここで注目しておかなければならないのは，マノレクスがボナバルティズム を

「サ ーベノレによる独裁ではなく ，サ ーベノレによるブノレジ ョアジーの独裁」と規

定している点である 。それは，絶対王政もボナパルティズムも統治の外的彩態

は暴力的独裁ではあるが，その両者が依拠している階級的基礎が全く異質なも

のであり ，それゆえに国家の類型が本質的に異な っていることを明示している 。

いいかえると ，絶対王政はまさに旧封建階級の国家そのものであり ，ボナバノレ

ティズムは独裁というレジームをとっ てはいるが，まさに資本家階級のための

独裁体制であるという本質観定を行っていることを見落としてはならない 。

　１８４８年１２月２０目から４９年５月２８目までの過程は，秩序党（正統王朝派一大地主

およびオ ノレレァソ派＝ 金扇虫貴族と大工業家の統合体）が純粋共和派を駆逐し，議会

的共和制という形態での独裁を開始する移行期であ った。４９年６月から５０年５

月３１日までが，秩序党の議会的独裁の時期にほかならたか ったが，この秩序党

は普通選挙法を廃止することによっ てその支配を完成したとはいうものの，議

　　　　　　　　　　　　　　　　（２９１）
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会内閣を失い，軍隊にたいする指揮権も行政にたいする束縛も失い，はては議

会内での単独多数派の地位まで失ってしまっ た。 そして ，５１年１０月９目から１２

月２目にかげては，議会と執行権力との公然たる決裂状態がくりひろげられ ，

議会は自分の階級からも軍隊からも，また他のすべての階級からも見殺しにさ

れて，ボナバルトの前に屈伏してしまっ た。

　純粋共和派を追い出した秩序党は，大地主，金融貴族，大工業家の党派では

あっ たが，彼らはｒフラソス ・ブルジ ョアジーの二つの分派」であり ，議会的

共和制をｒ平等の権利をもっ て同居できる中間地帯にととまらず，彼らの共同

支配のための不可欠の条件であり ，フルショ アソーの　般的た階級利害に従属

させられる唯一の国家形態」と考えていた（１７１～１７２頁）。 だが，自分たちの政

治的支配を完成させるために強行した普選の廃止は，　「共和制を危くしただげ

でなく ，同時に二つのフノレショ ア分派の共同支配をも危くし，君主制の可能性

をよみがえらせたと同時に，その君主制が両分派の覇権争をよみがえらせ」

（１７５頁） ，ついに金融貴族はボナパノレト派となり（１７７頁），ボナバノレトを最後的な

勝利にみちびいたのである 。右にみてきたことから知られるように，マノレクス

は， 二月革命から１８５１年１２月２目の共和制の没落にいたる問の第二共和制を次

のようにとらえていた。すなわち，ブノレジ ョア共和制は，　「人民の名において

ブノレジ ョアジーの全体が支配する」　「最高の国家形態」であるが，しかしなが

らその本質においては「ブノレジ ョァジーが他の諸階級にたいする無制限の専

制」という内容をもち，古い官僚機構を継承 ・発展させながら，　「サ ーベルに

よるブノレジ ョアジーの独裁」という彩態をとっ たということである 。

　　　共和制の体制的矛盾

　すでにみたように，マルクスは，ブノレジ ョア共和制をブノレジ ョア的国家彩態

の最高のものとして規定しながら，同時にそれがもつ体制的矛盾を明らかにし ，

その矛盾が「君主制の可能性」，したが ってボナバノレトの専制支配をもたらす

必至性を内包していたと述べている 。この点を少し検討してみよう 。

　（イ）諸階級の対立とその激化

　第二共和制は，すでに述べたように，複雑な階級構成からなり立っていた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（２９２）
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マノレクスは，その点について次のように整理している 。　「ブ ノレジ ョア共和制の

側には金融貴族，産業ブノレジ ョアジー 中間層，小ブノレジ ョア ，ノレソペソ ・プ

ロレタリアート ，農村住民が味方し」，プ ロレタリアートは６月の蜂起によっ

て弾圧され，臨時政府から放逐された（１１４頁）。 このほかに，１７８９年から１７９３

年までと ，１８１４年から１８３０年にいたる復古王政時代とに権力の座にあ った，昔

からの「正統の」フルポソ王朝の支持者であ った正統土朝派に代表される大土

地所有階級がいぜんとして存在していた。そして，４８年１２月以降，この大地主

階級＝正統王朝派が金融貴族 ・大工業家＝オルレァソ派と合同して秩序党を形

成し，議会的独裁を形成したことはすでに述べた 。

　ブノレジ ョア共和制に味方していた雑多な諸階級がどのように分裂していくか

については，すでにみたところである 。では，ブノレジ ョァ共和制がなぜそのよ

うな諸階級の混成という形態をとっ たのか。この点についてのマノレクスの分析

をみることにしよう 。

　マノレクスは，その主たる要因を産業ブルジ ョァジーの未成熟にもとめている 。

彼は『フラソスにおげる階級闘争」でこう書いている 。イギリスにおいては

「コ ブデ ソやブライトなどのような銀行や取引所貴族にたいする十字軍の先頭

にたつ工場主がじっさいにいる 。なぜ，フラソスにはいないのか？イギリスで

は工業が優勢であり ，フラソスでは農業が優勢である」。「フラソスの最大の工

場主でも ，彼らのイギリスの競争者とくらべると小ブルジ ョァに過ぎない」 。

「フラソスの工業はフラソスの生産を支配していない。だから，フラソスの工

業家は，フラソスのブノレジ ョアジーを支配していない。彼らはブルジ ョアジー

のその他の分派（金融貴族＜ｒ銀行家，取引所王，鉄道王，族鉱 ・鉄鉱 ・森林の所有

者， 彼らと結ぶ一部の地主」＞や大土地所有者のこと一筆者注）に対抗して彼らの利

益を貫徹するために，イギリス人のように，運動の先頭に立ち，同時に彼らの

階級的利益を先頭に押しだすことができない」。「彼らは革命の随伴老の仲問に

はいり ，彼ら自身の階級の全体的利益とは対立する利益に奉仕しなげれぼなら

ない」。「フラソスでは，正常ならば，産業ブルジ ョアジーのしなげればならな

いはずのことを小ブルジ ョアがなし，正常ならぼ小ブノレジ ョァの任務であるべ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９３）
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きことを労働者がしている」。だが，産業ブ ノレ ジョァジーは，「二月革命によっ

て利口にな った。そして，労働者の雇い主，産業資本家ほど直接に，労働者に

脅かされているものではなく ，だから工場主は，フラソスでは必然的に，秩序

党のもっとも狂信的なメソバーにな ったのだ。金融資本によっ てその利潤が削

減されることぐらいは，プ ロレタリァートによっ て利潤が廃止されることにく
　　　　　　　　　　　　５）
らべれぱ，なんであろう？」 。

　みられるように，マルクスは産業ブノレジ ョアジーの未成熟が，彼ら自身で自

らの階級的利益を実現するための革命の主導的勢力たりえず，小ブノレジ ョアジ

ーや労働者階級に依拠しながら二月革命をたたかいとり ，共和制を樹立せざる

をえなか ったと特徴づけている 。彼らは共和制の成立後は金融貴族とより強い

結合をもち，プ ロレタリアートを徹底的に弾圧したばかりでたく ，小ブノレジ
ョ

アジーをも臨時政府から追い出したと述べている 。しかも，その小ブノレジ ョア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
ジー（ｒカフ ェの主人，料理店主，居酒屋の主人，小商人，小店主，手工業老等」）は ，

「国庫の赤字が六月反乱の失費のためあらたに膨張し，国庫の収入が生産の停

滞や消費の制限や輸入の減少によっ て， たえず低減し」，そのあおりをくっ て

「大きな部分は完全に没落させられ，残りのものも資本に無条件に隷属するよ

うな条件のもとでだげ，かろうじてその業務をつづげることを許される」状態
　　　　　　　７）
に追いこまれた。こうした径済状態が多くの失業者と ノレソペソ ・プ ロレタリア

ートを作り出しもしたのである 。

　さらに注目すべきことは，この時期，フラソスの全人口の三分の二以上にも

及ぶ２，５００万人が農民であ った。彼らの大部分は自由た土地所有者であ ったが ，

その多くは税金の収奪と穀物価格の低落から負債を背負い，高利貸からしほり
　　　　　　８）
取られていた。だからこそ，　「しだいに農民や小 フノレショ ア，　般に中問階層

がプ ロレタリァートとならんで立ち，公けの共和制との公然たる対立にかり立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
てられ，この共和制から敵として扱われるにいた った」のである 。

　産業資本の未発展のために，第二共和制下のフラソスはまさに複雑た階級構

成からなりたっていた。それは，ブノレジ ョァジーとプ ロレタリァートの敵対的

関係を基軸としながらブノレジ ョアジーと雑多な小ブノレジ ョアジーおよび農民階

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９４）
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級との敵対関係という ，　「フラソス杜会のあいたたかう諸階級の均衡」状態を

示していた。このｒ諸階級の均衡」状態が，秩序党がｒブルジ ョア的世界秩序

の代表者として，共和派に対立する王党派としてではなく他の諸階級に対立す
　　　　　　　　　　　　　　　　　ユＯ）
るブルジ ョア階級として，それを果たす」にいた ったと ，マノレクスは規定して

いる 。

　（口）議会と執行府との矛盾

　二月革命を遂行した諸階級，したカミっ てまた臨時政府を構成した諸勢力，さ

らに第二共和制のもつ「諸階級の均街」状態は，議会と執行府とのあいだの矛

盾をつくり出した。この矛盾関係の進展をマルクスはどのようにとらえていた

ろうか。ここでは，この点を明らかにしてみることにしよう 。

　１８４８年６月事件からボナパノレトが共和国大統領に選出された４８年１２月１０目ま

では，すでにみたようにｒブノレジ ョア共和派の排他的支配」であ ったが，そこ

でも「行政，地方制度，司法，軍隊たどの古い組織は，手をふれられずにその

まま残され」ていた（前出）。 新憲法の公布（１８４８年１１月１２目）にもとづいて，ポ

ナパルトが大統領に選出されることによっ て， 共和国は二つの頭をもつにいた

った。立法議会と大統領をである 。その国民議会は，普通選挙によっ て選出さ

れた７５０人の人民代表からなりた っており ，　「立法の全権，宣戦，講和，通商

条約締結についての最終の決定権，大赦権」をもっ ている 。これに対して，大

統領の方は「王権の属性をことごとく備え，国民議会にかかわりなく自分の大

臣を任免する権能をもち，執行権力のあらゆる手段をその手ににぎ っており ，

すべての官職を授げ，そのことによっ てフラソスですくなくともユ５０万人の生

死を左右している 。というのは，これだげの人数が，５０万人にのぼる官吏と各

級の将校とに扶養されているからである 。大統領は，武装カの全部を統率して

いる 。また，個々の犯罪者を特赦し，国民軍の職務を停止し，市民自身の選ん

だ県議会，郡議会，市町村議会を，参事院の同意を得て解任する特権をもっ て

いる 。すべて外国との条約を発議し，それを主宰する権限をもっ ている」（ｒブ

リュメール十八目』前掲書，１２０～１２１頁）。 こうして，いまや国民議会はその権限

を立法の範囲に止められたが，大統領は執行権力の一切を掌握するにいた った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９５）
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　ところで，国民議会で採沢された（１８４８年１１月４目）共和国憲法は「主権はフ

ラソス市民全体に属する」（第一条）と人民主権を宣言し，居住，言論，結杜集

会， 思想，信仰，教育，財産等々の市民的自由の一切について完壁な観定を盛

りこんでいた。そして，その制度的保障が普通選挙制にほかたらたか った。だ

が， この見事な共和国憲法のフノレソヨ ァ的憲早それ自体が，実はやがて大統領

＝執行府が議会＝立法府に優越していく必然性を内包していた 。

　およそ，憲法というものは，絶対王政のそれであれ，ブルジ ョァ国家の立憲

君主制や共和制のそれであれ，杜会の変革過程がある休止点に達し，新しく形

づくられた階級関係が確立し，支配階級の内部で対立していた諸分派がある妥

協を見つげて，それによっ て相互間の闘争をたおつづけながらも ，基本的に対

立する敵対階級を抑圧してしまっ たようなときに，はじめて作成され採択され

公布される 。しかも ，その過程は，ひとしく ，つねに銃剣を助産婦としている 。

これが憲法というものの一つの特徴である 。だが，同時に，われわれは，憲法

の考察にさいして，憲法の諸条項を現実の国家の実体的な組織法だと解しては

ならない。それは抽象的な原則＝たてまえを示したものにしかすぎず，その原

則がそのまま実行に移されると考えてはたらない。憲法の真の実態は，憲早に

もとづいて制定される具体的な組織法＝特別法のなかにこそ見出されねぱなら

ない。いいかえると ，憲法の諸規定は特別法によっ て実体化され，具体的に運

用されていくものなのである 。これが憲法のいま一つの特徴であり ，それが執

行府の独自性を保障する合法的基礎となる 。

　マルクスは，そのような視野から，『フリュメール十八目』に先立つ半年前

に， 「１８４８年１１月４目に採択されたフラソス 共和国憲法」（１８５１年６月執筆，全集

第７巻，５０２～５１４頁）を書いた。彼はこう述べている 。　　「フラソスの憲法は

自由を保障してはいるが，しかし，いつでも法律によっ て設げられた，あるい

は将来設げられるべき除外例の制限内で，それを保障しているのである！」

（５０３頁）と 。そして，その除外例として，１８４８年６月２３目付の戒厳令，１８４８年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
７月２８目のクラフ（結杜）の警察による監視 ・規制法，１８４８年８月１１目およぴ

　　　　　　　　　　　　　　１２）
４９年７月２７目の新聞出版保証金法，１８４９年１１月２９目の労働団体観制法，１８５０年

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９６）
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３月１５目の教育監督法，１８５０年７月３０目の演劇検閲法，１８４９年３月１５目さらに

５０年５月３１目の政治犯および諸規則に違反した者の選挙権剥奪と居住地による

制限（「その結果，フラソス国民の三分のニカミ投票数を奪われたのである！」５０６頁）た

どをあげ，この共和国憲法はｒもっとも不誠実な企図を背後に隠した，美しい

言葉の寄せ集めにすぎない」と論断している 。これらの制限諸立法は，それ自

体その制限や取締りを執行府にゆだね，それだけ執行権力の立法権力からの強

化を合法化する自己矛盾を蔵している 。しかも ，憲法は，国内行政諸機関とそ

の行政，警察，軍事の統率権，いいかえると執行権の一切を大統領に委託する

ことを規定しているのである（注（９）参照）。

　共和国憲法のもつこの矛盾は，諸階級間の対立 ・抗争が激化するにつれて ，

ますます執行権の自立性を強め，執行府の立法府＝国民議会にたいする実質的

優越という事態をもたらした。それを決定的にしたのは，１８４８年１２月２０目のオ

デイロソ ・バロ を首班とするボナバノレトの第一次内閣の成立であ った。マルク

スは，さきに引用しておいたように，これを起点として「ブノレジ ョァ共和派の

没落の歴史」がはじまるといい（１２項），ブノレジ ョア共和派は，いまや「執行

権力と王党派を相手として自分たちの共和主義と立法権を守るべき段になると ，

臆病に，いくじなく ，無気力に，意気沮喪して，たたかう力もなく ，退却して

しまっ た」（１２５頁）と書いている 。事実，さきにあげた制限諸立法にもとずく

バロ 内閣の権限の強化には議会は手をこまねくぼかりであり ，４９年１月２９目に

開かれた国民議会は，ボナバルトが計画した軍隊の閲兵式と大がかりな軍事演

習に驚樗し，バロ 内閣の意をうけた無名の一議員ラトーの憲法制定国民議会解

散の動議を圧倒的多数で可決してしまっ た。 そしてまた，５月８目には憲法と

議会を無視してポナパルトが ローマ遠征（１８４９年４月１６目～３０目）を行 ったこと

にたいし，ルドリュ・ ロラソと山岳党が訴追動議を提起したのを議会は多数で

これを否決したのである 。事態はそれに止まらなか った。５月１３目の立法国民

議会の選挙で秩序党が勝利し，純粋共和派が敗北したのをきっ かけに，ボナバ

ノレトの憲法無視はい っそう露骨になり ，６月１１目には ローマ 砲撃を行 った。こ

れにたいして，ルドリュ ・ロラソが再び大統領の訴追動議を提出したが，それ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９７）
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はあ っげなく否決されてしまっ た。 さらに６月１３目の山岳党による抗議 ・デモ

は軍隊によっ て徹底的に鎮圧されたぱかりでなく ，杜会＝民主党（旧山岳党と杜

会主義的な諸グノレープの合同）の印刷所は破壊され，民主派の新聞は発行禁止さ

れ， 戒厳令が布告され，４０人の進歩的議員たちの訴追とハトリュ ・ロラソの国

外追放が強行された。こうした事態を，マノレクス「ブノレジ ョアジー が， 立憲制

擁護の反乱に，杜会の転覆を目的とする無政府行政という烙印を押したのは ，

執行権力が彼らに対立して憲法を侵害しようとする場合にさえ，反乱をよびか

げてはならないと ，自分自身に禁じた」議会の自殺行為であると書いている

（１４０頁）。

　バ ロ内閣は，秩序党を基礎にした議会内閣であ ったが，しかし，それはボナ

バノレトが任命したものであ った。！８４９年，ボナパルトがこの内閣を解任したこ

とは，だから秩序党が，そして議会が議会政治を維持していくのに必要な執行

権力の把握を失ったことを意味している 。それは，第二共和制が自ら内包して

いた自己矛盾の発露にほかならなか った。よく引き合いに出されるマノレクスの

次の有名な一節は，この点を見事に集約している 。

　　「フラソスのような国，執行権力が５０万人以上の人間からなる官吏軍を支配し ，お

　びただしい数の利害と生存をつねに絶対的に左右している国，国家の市民杜会を ，そ

　の生活のもっとも広い発露からそのもっともささやかな動きにいたるまで，そのもっ

　とも一般的な存在様式から個々人の私生活にいたるまで，からみこみ ，統制し ，処分

　し ，監督し ，後見している国，この寄生体〔国家〕が異常な中央集権化によっ て， あ

　らざるところなく ，知らざるものとな って ，いよいよ急速な運動と弾力を獲得してい

　るのに，現実の杜会体は，それにひきかえ ，たよりなく非自主的で，ぱらぱらでまと

　まりがない点で，右の寄生体と好個の対照をなしているような国 ，こういう国では ，

　国民議会が同時に国家行政を簡素化し，官吏軍をできるだげ減らし，最後に市民杜会

　や世論に，政席権力から独立した独自の機関をつくらせないかぎり ，国民議会は，大

　臣の任免を左右する力を失うとともに，い っさいの現実の影響力を失うということは ，

　すぐ理解されるであろう 。ところが，フラソスのブ ノレジ ヨァジーの利益は，まさにこ

　の広範で複雑多岐な国家機構を維持することと ，きわめて密接にからみあ っている 。

　　…過剰人口の就職先，利潤，利子，地代，謝礼金という彩でせしめとることのでき

　ないものを ，国家の俸給という秒で埋め合わせ…… ブノレジ ョアジー は， その政治的

　利益に迫られて ，弾圧を目々に強化するほかなく ，……その階級的地位に迫られて ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９８）
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一方では，およそあらゆる議会権力の存立条件，したが ってまた彼ら自身の議会権力

の存立条件を破壌しないわけにはいかなか ったし ，他方では，自分と敵対関係にある

執行権力を ，低抗不可能となるまでつよめないわけにはいかなか った」（１４４～１４５頁
，

なお注（３）も参照のこと）。

　産業ブノレジ ョアジー がフラソスの工業を，したが ってまた国民経済全体を支

配しうるまでに成長せず，それゆえにｒ諸階級の均衡」という階級関係の存在

のなかでは，自らの階級的利害を貫徹していくために一元的な支配体制をつく

り出し，発展させることはできなか った。金融ブルジ ョァジーや大土地所有者

（＝ 秩序党）もプ ロレタリアートや小ブルジ ョアジーの抗議行動を抑圧し，自ら

の階級的利害を追求していくためには，ポナバルトの執行府に依存せざるをえ
　　　１３）
なか った。こうして，フラソスのブルジ ョアジー は，　「彼らの共同支配のため

の不可欠の条件てあり ，フノレソヨ アソーの　般日つな階級利害に従属させられる

唯一の国家彩態」（１７１～１７２頁）としての議会的共和制を，１９５０年５月３１目の普

選法の廃止によっ て実質的には破壊してしまっ た。 そして ，５１年１２月２日から

はじまるポナパルトによるクーテタ　　立法議会の解散，普通選挙権の復活 ，

戒厳令の布告，各党指導者の逮捕，反抗者の大量処刑なと　　によっ て，　「ポ

ナパノレトの勝利，立法権力にたいする執行権力の勝利」（１９２頁）が実現する 。

　（Ｂ）第二帝政の性格規定

　わたしは，ようやく ，プノレクスの第二帝政＝ポナバルティズムについての規

定を検討する場所にきた。そこで，この『ブリュメーノレ十八目』で，マノレクス

が第二帝政 ＝ポナパノレティズムの性格規定にさいしてあたえた特徴づけを，こ

こでは二つの点から整理してみたいと思う 。その一つは統治彩態をめぐる特徴

づげであり ，第二は階級的基礎の問題である 。

　＠　第二帝政のレジームについて

　マノレクスは，第二帝政の政治 レジーム を特徴づけるにあた って，それが共和

制という統治形態を帝政＝立憲君主制という統治形態に遺転させたという前提

から出発していることを見落してはならない。マルクスは，ポナパルトによっ

てくつがえされた共和制を，フラソスのブルジ ョアジー が自ら国家諸機関 ＝政

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９９）
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治権力を直接に領有し，ブノレジ ョァジーの一般的階級利害を貫徹するための直

接的な政治的支配を行うのにもっとも都合のよい唯一の統治形態であ ったと規

定した。第二帝政はこの統治形態の否定の上に成止したのである 。だが，第二

帝政の国家の階級的本質を正確に理解するためには，既述のように，第二帝政

が共和制そのものがその統治様式のなかに内包していた諸矛盾から必然的に生

み出され，そしてその諾矛盾を解決するという幻想を諸階級に与えることによ

って成皿し，発展したものであることを見落してはならたい。念のため，いま

一度，マルクスの叙述を引いておこう 。「ブルジ ョアジーは，その政治的利益

に迫られて，弾圧を目々に強化するほかなく……その階級的地位に迫られて ，

一方では，およそあらゆる議会権力の存立条件，したが ってまた彼ら自身の議

会権力の存立条件を破壌しないわけにはいかたか ったし，他方では，自分と敵

対関係にある執行権力を，低抗不可能となるまでつよめないわけにはいかなか

った」（１４５頁）。

　ボナバノレトは勝利した。それは「立法権力にたいする執行権力の勝利」には

かたらなか った。しかも ，その勝利は共和制にたいする帝政の勝利であ った 。

こうして国家の彩態はかわり ，その実体をなす政治 レジームも立法権の執行権

に対する優越という内容から，執行権の立法権に対する優越という内容をもつ

ものにかわ った。ボナバノレトが掌握するその執行権力の構成は，　「５０万の軍隊

とならぶもう５０万の官僚軍」という「膨大な官僚 ・軍事組織」から成りた って

おり ，しかもそれが「網の目のようにフラソス杜会の肉体にからみついて，そ

の毛穴をふさいでいる」（１９２頁）状況をつくり出した。こうして，第二帝政は ，

まさに官僚的 ・軍事的独裁という国家形態をとっ て出現したのである 。マノレク

スは，この事態を次のように整理している 。

　第一帝政は，　「全国のブルジ ョァ的統一をつくりだすために，すべての局地

的・ 地域的 ・都市的 ・地方的な分立権力を打ち砕くことを任務とした第一革命

（１７８９年）」が，　「絶対君主の始めた仕事，すなわち政府権力の集中化を発展さ

せると同時に，また政府権力の規模や，機能や，属吏の人数を拡大」したが ，

それを引きつぎながら，この中央集権的な官僚 ・軍事組織をもつ国家機構を完

　　　　　　　　　　　　　　　　（３００）
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成した。その後，復古王政（１８１５～３０年７月）と七月王政（１８３０年７月～４０年２月）

は，　「市民杜会内部の分業カミ新しい利害集団を，したが ってまた，国家行政の

ための新しい材料をつくりだすにつれて」，この国家機構内部の分業を発展さ

せた。さらに，議会共和制は，反対派の諸階級を弾圧するために，　「政府権力

の手段を増大させ，その集中をつよめざるをえなか った」。そして，「二代目ボ

ナパルトのもとで，はじめて国家は完全に自立化したように見える 。国家機構

は， 市民杜会に対抗して自分の足場をしっ かりと固めた」（１９３頁）のである ・

と。

　この行文は，第二帝政＝ボナバノレティズムの性格規定にとっ て重要な意味を

もっ ている 。マルクスは，二代目ボナバノレト＝ 第二帝政において国家と市民杜

会とは完全に分離し，国家機構が市民杜会を完全に白分に従属させるほどの最

終的発展をとげたとい っている 。いうまでもたく ，絶対王政は国家と市民杜会

の端緒的な分離という歴史の発展段階に対応する国家の形態であり ，国家と市

民杜会の完全な分離に対応し，またそれを促進する国家の移態は近代ブルジ ョ

ア国家にほかたらない。そして，絶対王政がつくりだした中央集権的官僚 ・軍

事機構は，ブルジ ヨア国家に引きつカミれなカミら，そこで完成させられるのであ

る。 だから，　ｒ国家を完全に自立化」させ，「市民杜会に対抗して白分の足場

をしっ かり固めた」という事態は，とりもなおさず第二帝政がフラソスのブ ノレ

ジョ ァ国家を完成したということにほかならない。それは，第一革命→第一帝

政→復古王政→七月王政→議会制共和制という一連の政治過程のなかでつくり

上げられてきた「市民杜会に対抗して自分の足場をしっ かり固め」，その杜会

から「自立化」した国家機構を完成したのである 。だから，マノレクスは，第二

帝政は「ブノレジ ョア的秩序の安全をはかること」，いいかえると １第二帝政は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ４）
ブノレジ ョァジーの階級的利害を代表することをｒ自分の使命」としていた（２０１

頁）と書いている 。

　マノレクスの第二帝政の国家の本質にかんするこの規定は，ｒフラソスにおげ

る内乱，第一早稿』（１８７１年４～５月執筆）のなかてより発展させられている ・

この発展的規定は，それ自体第二帝政の諸政策の展開と密接な関連をもっ てい

　　　　　　　　　　　　　　　　（３０１）
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ることはいうまでもない。その立証は，後節の課題であるが，上述の個所をよ

りわかりやすく ，しかも正確に理解しておくために，あえてさきはしっ て引用

しておくことにしよう 。

　　「それ（第二帝政下の官僚 ・軍事機構）は，もはや，立法議会内閣に従属した階級

　支配の手段として登場したのではなか った。それは，支配階級の利益をさえ自分の支

　配に従属させ，支配階級の飾りもの議会をやめて ，官選の立法院と政府お抱えの元老

　院とにおきかえた。この政府権力の絶対的支配は，普通選挙権によっ て， また『秩
　序』 ，つまり生産者にたいする地主と資本家の支配を維持する公認の必要によっ て是

認された。それは……玩在の羽目をはずした腐敗と ，最も寄生的た分派である金融詐

欺師の勝利とをつつみ ，過去のあらゆる反動勢力をほしいままに政肩させた。……国

家権力は，第二帝政においてその最後の ，最高の表現をうけとっ たのであ った。外見

上は，杜会にたいするこの政府権力の最終的な勝利のようにみえたが，事実は，この

杜会のあらゆる腐敗分子の無礼講であ った。事情に通じたい者の目には，それは，立

法府にたいする執行府の勝利としかみえず ，杜会の自治〔ａｕｔＯＣｒａＣｙ〕をよそおう階級

支配の捗態が，杜会に優越した権力をよそおう階級支配の捗態〔によっ て〕 ，最後的

に打ち破られたものとしかみえなか った。しかし，実際には，それは，この階級支配

の最後の ，堕落した ，そして唯一の可能な形態，それらの階級それ自体にとっ ても ，

彼ら支配階級によっ て束縛されている労働者階級にとっ ても ，同様に屈辱的な形態に

すぎなか った」（全集 ，第１７巻，５１２頁，なお傍線は引用者のもの）

　上の引用文中の傍線部分　　「生産者にたいする地主と資本家の支配を緯持

する公認の必要」，ｒ杜会のあらゆる腐敗分子の無礼講」，ｒこの（地主と資本家）

階級支配の最後の，堕落した，そして唯一の可能な形態」　　 こそ，マルクス

の第二帝政の本質論にほかならない 。

　以上にみてきたことから明らかにな ったように，『ブリュメール十八目』で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
のマノレクスの第二帝政論は，¢共和制を立憲君主制という統治彩態に逆転させ ，

◎執行権力の立法権カヘの絶対的優越というレジームをつくり出し（オートクラ

ンーのブ ユーロクランーへの転換），　この官僚的 ・軍事的独裁によつ てフノレソヨ

ァジーの階級的利害を代表するものであ った，と要約することができるであろ

う。 この官僚的独裁を，マルクスは，　「おびただしい人数の，金モーノレをい っ

ぱいつげた，栄養のいい官僚」，「坊主の支配」，「軍隊の優越」（１９８～９頁）と

いうように描き出し，そしてこの支配彩態が必然的に国民諸階級にたいしては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０２）
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　　　　　　　　１６）
「サ ーベルの支配」（１８９頁）と「大陸の侵略」（１９８頁）を内包し，この二つが支

配の不可欠の手段であ ったと指摘している 。

　　　階級的基礎について

　従来，ボナパルティズムの特質を論じる場合，例外国家論や階級均衡論，あ

るいは杜会的基礎論というのが強調されてきた。では，マルクス自身は『ブリ

ュメーノレ十八日』では，これらの諸点をどのように規定していたのであろうか 。

この点について検討してみることにしよう 。

　（イ）例外国家の規定について

　マルクスは，　『ブリュメール十八日』およびその直前に書いた『フラソスに

おげる階級闘争」のなかでは，第二帝政についてことさらに例外国家という概

念規定を与えてはいない。その点は，　ｒブリュメーノレ十八目』とほぼ同時期に

エソゲノレスが書いたｒ昨年十二月にフランスのプ ロレぞリアが比較的に不活発

だっ た真の原因」においても同様である 。

　しかしながら，のちにニソゲルスによっ て定式化される例外国家概念のエス

セソスは，『ブリュメーノレ十八目』のなかに散見されるのである 。エソゲルス

が， ボナパノレティズムを例外国家という概念で定式化するのは，周知のように ，

ｒ家族，私有財産および国家の起源』においてである 。その一節に彼は，こう

書いている 。

　「国家は階級対立を抑制しておく必要から生まれたものであるから ，だが同時にこ

れらの階級の衝突のただなかで生れたものであるから ，それは通例，最も勢力のある ，

経済的に支配する階級の国家である。この階級は，国家を用具として政治的にも支配

する階級となり ，こうして被抑圧階級を抑圧し搾取するための新しい手段を手に入れ

る。 たとえぱ ，・…・・近代の代議制国家は，資本が重労働を搾取するための道具であ

る。 とはいえ ，例外として ，相たたかう諸階級の力がたがいにほとんど均衡している

ため ，国家権力が，外見上の調停者として ，一時的に両者に対してある程度の自立性

をそなえる時期がある 。たとえぱ，貴族と市民階級がたがいに勢力伯仲していた十七

世紀と十八世紀の絶対君主制がそれである 。ブ ノレジ ョアジーにたいしてはプ ロレタリ

アートを ，プ ロレタリアートにたいしてはブ ノレジ ョアジーをけしかげたフラソスの第

一帝政，とくに第二帝政のボナパノレティズムがそれである 。この種の最近の作品で ，

支配老も支配される者も同じように滑稽に見えるのは，ピスマノレク国民の新ドイツ 帝

　　　　　　　　　　　　　　　　（３０３）
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　国である」（全集 ，第２１巻，１９０～１９１頁）。

　エソゲノレスのこの行文は，今目の国家論研究の理論的発展段階からすれぽ ，

きわめて不十分なものであり ，補完すべきいくつかの弱点をもっ ている 。だが ，

この点については，いまここで問題にすべきことではなく ，後節でふれること

にしたい。ともあれ，エソゲルスがここで整理しているのは，¢通例国家とは

経済的支配階級が自ら政治権力を領有し，自らの階級的利益を貫徹するために

政治的支配を行う国家のことである ，◎例外国家とは，相対立している諸階級

の力が相互に均衡しているため，経済的支配階級が直接に政治権カを領有する

ことなく ，第三者が政治権力を掌握し，「外見上の調停者」として「両者にた

いしてある程度の自主性をそなえ」た国家権力が政治的支配を行う国家のこと

であると 。

　ニソゲノレスのこのような分類からいえぼ，第二帝政は明らかに例外国家とい

うことができる 。その条件を最初に設定したのは，１８５１年１２月２目から４目に

かげてのナポレオソのクーデタに産業ブノレジ ョアジーが喝采をさげび，自ら

「議会の破壌に，彼ら自身の支配の没落に，ボナバノレトの独裁に卑屈なブラヴ

ォーを叫んだ」ときである（１８７頁）。 この目から「サ ーベノレが彼らブルジ ョァ

ジーを支配する」体制がはじまるのである（１８９頁）。 こうして，フラソスは ，

ブノレジ ョァジーという「一階級の専制をのがれた」が，それはボナパノレトとい

う「一個人の専制のもとに逆もどりするためでしかなか ったように見える」

（１９２頁），とマノレクスは書いている 。そして，彼が「二代目ボナパノレトのもと

で， はじめて国家は完全に自立化し，……国家機構は，市民杜会に対抗して自

分の足場をしっ かり固めた」（１９３頁）と書いているのは，上の文脈をふまえて

のことである 。だから，その前段でｒ絶対君主制時代，第一革命時代，ナポレ

オソ（一世）時代のいずれにあ っても ，官僚はブノレジ ョァジーの支配を準備す

る手段にすぎず，復古王政時代，ノレ イ・ フィリッ ブ時代，議会的共和制の時代

のいずれにあ っても ，官僚は，自分ではどんなに独自の権力になろうとつとめ

たにせよ ，支配階級の道具」にしかすぎなか ったといい（１９３頁），第二帝政の

もとではじめて「執行権力が杜会（したがって杜会諸階級一筆者挿入）を自分に従

　　　　　　　　　　　　　　　　（３０４）
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属させ」（１９５頁），　ｒ強力で無制限な政府」（１９７頁）として「自立化」したとい
　　　　１７）
うのである 。この論旨が，エソゲノレスのさきの引用文中の，　「国家権力が……

ある程度の自主性をそなえる ，云々」とい った文脈につなが っていることは否

定できない 。

　（口）真の階級的基礎について

　すでにみてきたように，『ブリュメール十八目」でのマルクスの第二帝政の

特徴づけは，¢立憲君主制というブルジ ョア統治形態にもかかわらず，実体は

官僚的 ・軍事的独裁という国家移態をとり ，＠ブルジ ョアジーの直接的な政治

的支配を否定し，　「強力で無制限な政府」を頭部とする執行権力が杜会 ＝杜会

諸階級に超絶しながら，基本的にはブルジ ョアジーの階級的利害を貫徹してい

くことを自已の使命とした，ということであ った。政治 レジームとしてのこの

ような特殊性＝例外性は，どこに起因しているのであろうか。この点について

の『ブリュメーノレ十八目』でのマノレクスの叙述を追 ってみよう 。

　（ｉ）農民の評価

　そのさい，よく引き合いに出される行文は，　「国家権力は宙に浮いているも

のではたい。ボナバルトは，一つの階級，しかもフラソス杜会で最も人数の多

い階級，分割地農民を代表する（Ｖｅｒｔｒｉｔｔ）」（１９４頁）という個所である 。この

行文は，第二帝政があたかも分割地農民をその階級的基礎とするかのように受
　　　　　　　　　ユ８）
げとられがちであるが，げ っしてそう理解してはならない。というのは，　「ボ

ナバルト王朝が代表する（ｒａｐｒ註ｓｅｎｔｉｅｒｔ）のは，革命的農民ではなく保守的農

民」であるが（１９５頁），「十九世紀のはじめにフランス農村民を解放し豊かにす

るための条件であ ったｒナポレオソ的」所有形態は，この世紀がすすむにつれ

て， 彼らを奴隷化し窮民とする法則になりかわ っており ，まさにこの法則こそ ，

二代目ボナバルトが擁護しなけれぼならない『ナポレオソ的観念』の第一」で

あっ たからである（１９６頁）。

　マノレクスからのこの引用部分は，二代目ボナバルト＝ 第二帝政は，革命的で

あれ保守的であれ，分割地農民を資本の支配にゆだね，彼らを零落させ分解さ

せる法則を擁護することにあるということである 。つまり ，既述したように ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０５）
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資本制生産様式の発展の法則を擁護することが第二帝政の使命にほかならなか

った。ほんらい権力の階級的基礎というのは，その国家によっ て真の階級的利

害を代表される経済的支配階級にほかならない 。

　だから，マルクスもボナバノレトが保守的分割地農民を「代表する」というと

き， それは次のような意味合いで使用しているのである 。すなわち，　「分割地

農民たちのあいだにはたんなる局地的な結びつきしかなく ，利害の同一性が ，

彼らのあいだにどんな共同関係も ，全国的結合も ，政治的組織も生みださない

かぎりで，彼らは階級をつくっ ていない。だから，彼らは議会をつうじてであ

れ， 国民公会をつうじてであれ，自分の階級的利益を自分の名まえで主張する

能力がない。彼らは，自分で自分を代表する（Ｖｅｒｔｒｅｔｅｎ）ことができず，だれか

に代表（ｖｅｒｔｒｅｔｅｎ）してもらわなげれぱならない」（１９４頁）。 彼らは，その「代

表」としてボナパノレトをえらんだ。それは，　「ナポレオ：／という名まえをもつ

男が自分たちにすべての栄光を取りもどしてくれるだろう ，という奇跡信仰」

（１９５頁）からであ った。議会制共和制のもとで都市の高利貸資本によっ て土地

を低当債務とされ，差押えと公売と強制売買に追いこまれ，しかも ，そのブル

ショ ア：■一 に反抗したために戒厳令で押さえ込まれた農民が，その杜会的生存

条件を守り固めるためにナポレオン幻想にとりつかれたのである 。ボナバノレト

王朝は，かくして「農民の迷信を，偏見を，そして過去」を「代表する」（ｒｅ －

ｐｒａｓｅｎｔ１ｅｒｔ）のである（１９５頁）。 農民のこの幻想と期待は，資本主義的発展とい

う「開花」とｒその未来」によっ て現実には打ちくだかれ，農民蜂起にたいす

る第二帝政の軍隊による「農民狩り ，農民の大量投獄と流刑」（１９５頁）という

彩でむくわれる 。こうして，第二帝政は，農民の階級的利害を代表したのでは

なく ，農民の「彼らを他の階級から保護し，上から彼らに雨と目光をふりそそ

がせる無制限な統治権力として現われ」（１９４頁）ることを期待した願望を代表

したのである 。このように考えてくると ，Ｖｅｒｔｒｉｔｔ，Ｖｅｒｔｒｅｔｅｎは「代表する」

と訳すよりも ，　「代弁する」とした方がより内容的に即した訳語であり ，誤解

を避げうるのではないかと思われる 。

　たお，マノレクスは「ボナパルトは，一つの階級，しかもフランス杜会で最も

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０６）
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人数の多い階級，分割地農民を代表（代弁）する」というこの行文を，「フラソ

スにおげる内乱』とその『第一草稿』およひｒ第二早稿』では，次のようにい

いかえている 。

　・ｒ ノレ イ・ ボナパルトを共和国大統領に送出したのは，フラソスの農民であ った。だ

　　が，帝政をつくりだしたのは，秩序党である 。……１８５０年１月と２月に秩序党カミつ

　　くっ た法律はみた ，農民にたいする公然たる弾圧策であ った。農民がボナパノレト派

　　とな ったのは，農民の目からみれぱ ，大革命（１７８９年）とそれが農民にあたえたあ

　　らゆる利益とが，ナポレオソに体現されていたからである 。第二帝政のもとで急速

　　にくずれてい ったこの幻想。こういう過去の偏見が，農民の生きた利益とさしせま

　　 った必要にたいするコミューソの訴えに，どうして低抗することができたであろう

　　か？」（『フラソスにおける内乱』 ，全集第１７巻，３２２～２３頁 ，ｒ第一草稿』同巻５１９

　　頁）。

　・ｒ農民は，第二帝政　　すなわち ，杜会から分離し独立した国家のあの最後の勝利

　　　　の受動的な経済的基礎（ｄｉｅ　ｐａｓｓｉｖｅ６ｋｏｎｏｍｉｓｃｈｅ　ｂａｓｉｓ）であ った。……第二

　　帝政は，プ ロレタリアに対する支配階級の積極的閾争のなかで，農民の受動的な支

　　持（ｐａｓｓｉｖｅｒＵｎｔｅｒｔ砒ｚｕｎｇ）に支えられて生み出されたものである」（第一草稿』

　　全集，第１７巻 ，５１４頁）。

　・「帝政，国民中の生産者の大多数，すなわち外見上闘争の範囲外にあ って ，資本と

　　労働の中間に立 っているかのようにみえる農民に立脚すると称する帝政，云々」

　　（『第二草稿』 ，同上 ，５６３頁）。

などが，そうである 。これらの論稿では，農民は，ポナパルトを大統領に選ん

だのであ って，第二帝政そのものをつくり出したのではないこと ，そして第二

帝政下においては受動的な基礎でしかなく ，コソミューソをたたか った労働者

階級の同盟軍とさえなり ，第二帝政の命脈を断つ一翼を担ったというように評

価されている 。こうして，　ｒフラソスにおげる内乱」およひその「第一早稿』 ，

ｒ第二草稿』とｒブリュメール十八目』とでは，帝政と農民との関係について

の規定が本質的にとまでいえるほどにちが ってきている 。このちがいこそ，マ

ノレクス自身におげるボナパノレティズム 概念の発展たのである 。この評価の仕方

のちがいは，　『フラソスにおげる内乱』で突如として出てきたものではない 。

この点については，後節で仔細に検討するところである 。

　（ｉｉ）真実の階級的基礎

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０７）
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　ボナパルトが大統領に，そして第三共和制をげちらして第二帝政を創設して

いく遇程と ，それがとのような階級的対抗関係を基底としていたかについては ，

　　　　　　　　　　　　１９）
すでに書いた（Ａの　のけ））。 いま一度，その個所でわたしが整理した結論部分

を簡単にいえば，こうであ った。第二共和制の末期の階級的対抗状況は，ブ ノレ

ンヨ ァシーとプ ロレタリァートの敵対関係を基軸としながら，秩序党に結集し

た大ブルジ ョアジー（金融貴族 ・大工業家）および資本家的大土地所有者と産業

ブノレジ ョァジーとの対立，これらブノレジ ョァジーと小ブノレジ ョァジー・ 中問層

およぴ農民階級との対抗という ，諸階級問の複雑な対抗 ＝ｒ均衡」（エソゲノレスの

表現）という様相を呈していた。この階級的対抗状況が第二共和制を第二帝政

に逆転させる基礎的要因にほかならなか った。マノレクスは，ｒブリュメール十

八日』でこう書いている 。

　　議会内の秩序党は，……他の杜会諸階級との闘争のなかで，彼ら自身の政体である

　議会政体のすべての条件をわれとわが手で破壊することによっ て， ブルジ ョアジーの

　政治的支配がブ ノレジ 。アジーの安全や存続とあいいれないことを声明したとすれぱ ，

　他方議会外のブ ノレジ ョアジーの大衆は，大統領にたいして卑屈な態度をとり ，議会に

　悪罵をあびせ，自分たちの新聞を残酷に虐待することによっ て， ボナパルトにブルジ

　ョ アジーのものを言う部分とものを書く部分，その政治家と文筆家，その演説と新聞

　を弾圧し ，たたきつぶすようにそそのかした（１７９頁）。

　この引用文が，さきにｒフラソスにおげる内乱』やそのｒ第一草稿』，（第二

草稿』での「帝政をつくりだしたのは，秩序党である」，という適切な観定に

発展させられたものであることはいうまでもなかろう 。それよりも注目してお

かねぱならないことは，金融ブノレジ ョアや大地主（秩序党）にとっ ては，ブ ノレ

ジョ アジーの政治権力の直接の領有＝議会制共和制それ自体が「ブノレジ ョアジ

ーの安全や存続とあいいれたい」事態にまで対立が深刻化し，　「フノレショ アシ

ーの安全や存続」を維持し発展させるために，自らボナバノレトに政治権力を委

託したという点である 。　「つまり彼らは，支配する苦労と危険をまぬかれるた

めに，自分たちの政治的支配権を手ぱなした」（１７９～１８０頁）のである 。この点

についてのマノレクスの具体的な事実立証を，『フリュメーノレ十八日』から若干

引いておこう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０８）



　　　　　 マノレクス ・エソゲルスのボナバルティズム概念の展開についてＨ（後蔑）　　　　２９

　・ｒ金融貴族は，フノレドが入閣（１８５１年１月２０日の議会外中問内閣）して以来ポナパ

　　 ノレト派にな っていた。フノレドは取引所でポナパノレトの利益を代表していただけでな

　　く ，同時にボナパノレトのところで取引所の利益を代表していた」（１７７頁）。

　・「大ブ ノレヨ アジー（大工業資本家）の地方代議機関である各県議会は，……ほとん

　　ど一致して（ボナバノレトが１８５１年７月１９目に提案した）憲法改正に賛成を表明し ，

　　したが って ，議会反対，ボナパルト支持を声明した」（１７９頁）。

　・「産業ブ ノレジ ョアジーも秩序を熱狂的に望んでいたので，議会内の秩序党と執行権

　　力とのげんかに腹をたてた。…… 彼らが証明したことは，彼らの公的利益，彼ら自

　　身の階級的利益を守り ，彼らの政治権力を維持するための闘争が，彼らには，私的

　　営業の撹乱として ，厄介で腹だたしいものとしか思えないということであ った。ボ

　　ナパノレトの巡行のさいには，どこでも ，ほとんど一つの例外もなく ，県庁所在都市

　　のブ ノレジ ョア名士たち ，市参事会員や商事陪審判事などが，卑屈きわまる態度で彼

　　をむかえた」（１７８頁）。

　マノレクスのこの叙述部分は，第二帝政の真の階級的基礎がいかなる階級であ

ったかを明瞭に示していると考えてよい。ボナパノレトが１２月ユＯ日会（ｒ杜会の

くず」）の首領という外見をもち，農民を「代弁」しまた「ブノレジ ョアジ杜会の

内部で下層の人民階級を幸福にしようと望むものだと白認」（２０１頁）したとし

ても ，彼は結局のところ「工業と商業，つまり中問階級（ブ ノレジ ョァジー）の事

業」に花を咲かせる政策を遂行せざるをえなか った。そのために，ボナパルト

の第二帝政は，　ｒ鉦数の鉄道敷設権」を下付し，土木事業を企画せさるをえな
　　　　　　　２０）
かっ たのである 。このような諸政策は，一方では中問階級とりわげ金融貴族の

蓄積基盤を拡大させ，他方では「人民の粗税負担を増大させ」，「農民が負債を

Ｌよいこむのを促し」，そして「所有の集積をはやめる」（２０２頁）事態をつくり

だしたのである 。

　『ブリュメール十八日』でのマルクスの階級的基礎論は，上述のようにとら

えるべきであろう 。そして，この視点が，第二帝政の財政金融政策の根幹をな

す「クレ デイ ・モビリエ」論や対外侵略政策分析によっ て深められ，マルクス

自身の第二帝政論：ポナパルティズム論が豊かにされていく 。この点を次節以

下で検討することにしよう 。

　　１）　 マノレクスは，『フラソスにおける階級闘争』（１８５０年１月～１０月）のなかで ，

　　　「二月のバリケードのうえにたちあらわれた臨時政府は，その構成に，必然的に ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０９）
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　　 この勝利を分かち合 った種々の党派を反映していた。臨時政府は，７月王政を協

　　力して倒したものの ，その利害関係は相敵対していた種六の階級の妥協以外のも

　　のではありえなか った。政府内の大多数はブ ノレジ ョアジーの代表からな っていた 。

　　共和主義的小ブ ノレジ ョアジーはノレドリユ ・ロラソとフロコソに代表され，共和主

　　義的ブルジ ョァジー はｒナシオナノレ』の人々によっ て代表され ・…・・ 労働者階級は

　　わずかに二人の代表者 ，ノレイ ・ブラソとアノレベールをもつだげであ った。」（マノレ

　　　クス ・エソゲノレス 全集 ，第７巻邦訳 ，１４頁）。 ｒプ ロレタリアートが獲得したもの

　　は，その革命的解放のための閾争基盤であ って ，け っしてこの解放そのものでは

　　なか った。／二月共和制は，まずさしあた ってはむしろ ，金融貴族とならんで有

　　産階級全体を政治権力の圏内にはいらせることによっ て， ブノレジ ョアジーの支配

　　を完全にしたげれぱならなか った 。・…・・普通選挙権によっ て， フラソス人の大多

　　数をなしている名目上の財産所有者，農民がフラソスの運命の審判官に任命され

　　た。最後に二月共和制は，そのかげに資本が隠されていた王冠をたたきおとして ，

　　　ブルジ ョアの支配を純粋な彩であらわした」（同上，１５頁）と書いている 。

　２）　 マノレクスは『へ 一ゲル法哲学批判』のたかで，民主制について次のような境定

　　を与えていた 。

　　　　ｒ君主制においては，国家制度の人民があり ，民主制には，人民の国家制度が

　　　ある」。民主制の「国家制度は，それがあるがままのものとして ，すなわち人問

　　　の自由な産物としてあらわれる」。「民主制は，人間から出発し ，国家を客観化さ

　　れた人間にする。宗教が人間を作 ったのではなく ，人間が宗教を作 ったように ，

　　人問が国家制度を作 ったのである」。ｒ民主制では人間が法律のために存在するの

　　ではなく ，法律が人間のために存在するものであり ，法律は人間的存在であるが ，

　　　これに反して民主制以外のものでは，人間が法律的存在たのである」。「民主制に

　　　おいては，国家制度 ・法律 ・国家そのものは，それが政治的国家制度であるかぎ

　　　り ，ただ人民の自已規。定であり ，その観定された内容にすぎない」等々（マノレク

　　　ス・ ニソゲルス全集 ，第１巻，２６２～２６４頁参照）。 ここには，君主制にたいする

　　　民主制の理想主義的把握がある 。もっとも ，このような把握の仕方は，マルクス

　　　が１８４５年の春に書いた『フォイユノレバ ッハにかんするテーゼ』（全集，第３巻所

　　　収）において克服されたとみてよい。例えぱ ，

　　の「支配的階級の思想は，いずれの時代においても支配的思想である 。というこ

　　　とは，杜会の支配的物質的力であるところの階級は同時に杜会の支配的精神力で

　　　あるということである 。物質的生産のための手段を意のままにしうる階級は，そ

　　　れと同時に精神的生産のための手段を自由にあやつることができるのであるから ，

　　　そのためにまた概して言えぱ，精神的生産のための手段を欠く人々の思想は支配

　　　階級の思いどおりにされる状態におかれている。支配的思想は，支配的な物質的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１０）
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　諸関係の観念的表現，思想の彩をとっ た支配的な物質的諸関係以上のなにもので

　もない。したが って ，それは，まさにそれこそカミー方の階級を支配階級たらしめ

　ているような諸関係の観念的表現であり ，したが ってこの階級の支配の思想であ

　る」（４２頁）
。

　（口）「ブ ノレジ ョアジーは ，それが階級であ ってもはや身分でないという理由からし

　ても ，いやおうなしに，もはや地方的ではなく全国的規模で組織され，その平均

　的利益になにか普遍的な彩態を与えざるをえない。私的所有が公共物（共同体）

　から解き放たれたことによっ て， 国家は市民杜会とならんでその外にある一つの

　特別な存在物とな ったのであるが，しかしそれは，ブ ノレジ ョアが対外的にもその

　所有とその利益を相互に保障し合うために ，どうしても持つことにならざるをえ

　ない組織の彩態である」。ｒ国家という形態において支配階級の人々は，彼らの共

　通利益を押し立て ，そして一つの時代の全市民杜会はその彬態のなかでまとまる

　ものである以上，あらゆる共通の制度は国家の手を介してとりきめられ，なんら

　かの政治的な彩態をもたせられることになる」（５８頁）。

　　この『フォイエノレバッハにかんするテー ゼｊでは，思想，法律，国家がその時

　々の支配階級の支配の組織，支配の手段であることが明確にされており ，ｒ民主

　制」をこれらの文脈の中に位置づげると ，自明のことではあるが，それは『へ一

　ゲノレ法哲学批判』での窺定の否定であり ，ｒブリュメーノレ十八目』に発展すると

　考えてよい 。

３）　ｒ全国のブ ノレジ ョァ的統一をつくりだすために ，すべての局地的，地域的 ・都

　市的 ・地方的な分立権力を打ち砕くことを任務としたフラソス 第一革命は，絶対

　君主制の始めた仕事，すなわち政府権力の集中化を発展させると同時に，またこ

　の政府権力の観模や ，機能や ，属吏の人数を拡大せざるをえなか った。ナポレオ

　ソがこの国家機構を完成した正統王政と七月王政は，分業を拡大したほかは，な

　にひとつつげ加えなか った」。「議会的共和制は，革命に反対してたたかうさい ，

　弾圧措置をつよめるとともに ，政府権力の手段を増加させ，その集中をつよめざ

　るをえたか った」（マルクス ・エソゲルス 全集 ，第１８巻１９３頁）。

４）　 マノレクス『フラソスにおげる階級闘争』（マルクス ・ニソゲルス 全集 ，第７巻 ，

　３８頁）。

５）　 マノレクス『フラソスにおける階級闘争』（前掲書７６頁，なお ，＜　＞は９頁）。

　　当時のフラソスの産業の状態について ，ソピエト科学アカデミ 版『世界史 ，近

　代５』は，ヴ ィヴィットにえがいている 。フラソスの「綿花の消費は ，１８３１年の

　２，８００万キ ログラムから１８４５年の６，４００万キ ログラムにふえた。商工業の企業に投

　資された資本額は，２０年間（１８３０～４７年）に１．５倍（３００億 フラソから４５０億 フラ

　ソに）ふえた。工業で使用される蒸気機関の数は，１８４７年には４，８５３に達した
。

　　　　　　　　　　　　　　　　（３ユ１）
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　　３０年代にはフラソスで鉄道建設が始まり ，１８４７年１月１目までに１，５３５キ ロメー

　　　トノレの鉄道が運行し ，５２９キ ロメートルの鉄路が敷設されていた。／ フラソスの

　　工業は，きわめて不均等に発展した。大工業，おもに繊維工業（綿，羊毛，亜麻

　　の各製品）はフラソスの北部（リーノレ） ，北西部（ノレーアソ） ，東都（アルザス ，

　　 ロレーヌ）で成長した。冶金業は ロワール川河流域で急速に発展した。／バリで

　　は，衣服，小問物，ぜいたくた装飾品 ，高級家具生産のような工業部門が支配的

　　であ った。ここでは２人ないし１０人の労働者が働く中小企業が圧倒的であ った 。

　　１８４７年のバリの企業家のうち ，１０人以上の労働者を雇 っているのはわずか１０バー

　　 セソトにすぎず，企業の半数が単独の手工業者かまたはた った一人の労働者を使

　　　うち っぽげな仕事場からな っていた。このような仕事場は，買占め人やマニュフ

　　 ァクチ ュアエ場主＝企業家の傘下に入 って操業していた。／人口の点ではフラソ

　　 スの第二の都会であり ，絹織物工業の中心地であるリヨソの工業では，分散マニ

　　 ュファクチ ュアがたお支配的であ った。大企業家＝マニュファクチ ュアエ場主は ，

　　ふつう前貸問屋であ ったにすぎない。彼らは１台ないし６台の機械とそれに相応

　　する数の職人，助手，徒弟を持 った零細な設備の所有者に原料を支給して ，仕事

　　をさせていた」（林基ほか訳 ，１９６２年６月 ，東凪図書株式会杜刊 ，２８８頁）。

　　　なお，この時期のより詳細な分析としては，服都春彦著「フラソス産業革命

　　論』（１９６８年，未来杜）や遠藤輝明「フラソスにおげる資本主義の発達」（岩波講

　　座ｒ世界歴史，近代６』所収 ，１９７１年） ，本池立著ｒフラソス産業革命と恐慌』

　　（１９７９年 ，御茶の水書房） ，メソデリソソ『恐慌の理論と歴史』第２巻，２７９～３００

　　頁，４１５～４１６頁（飯田貫一ほか訳 ，１９６０年，青木書店）参照 。

　６）　マノレクス『フラソ刈こおげる階級闘争』 ，前掲書，３５頁
。

　７）　同上書３６～７頁 。

　８）　同上書，８０～８１頁 ，９３頁。プノレクス ・エソゲノレス『評論，１８５０年５～１０月』（全

　　集，第７巻所収４４８頁～４５０頁）。

　　　なお，参考までにみておくと ，フラソスの１８６２年の土地保有者の撹模別構成は ，

　　２５工一カー 以下の小農家が約５００万戸，２５～１００工一カーの中観模農家が６３６，ＯＯＯ

　　戸，１００工一カー 以上の大揚模保有者が１５４，ＯＯＯ戸といわれている（Ｊ ．Ｈ．クラパ

　　 ム『フラソス ，ドイツの経済発展』 ，林達監訳 ，１８８頁 ，参照）。

　９）　同上書，８４頁。この点について ，マノレクスは『ブリュメーノレ 十八目』では ，

　　　「農民は，かねての希望をみな裏切られ，一方では穀物価格が下が ったため ，他

　　方では租税の負担と低当負債がふえたため ，従来以上に苦しい状態に陥 ったので ，

　　ほう陵うの県で動揺しはじめた。彼らにたいする答は，学校教師たちをいじめて

　　聖職者に従属させ，市町村長たちをいじめて県知事に従属させ，スパイ制度を施

　　行してすべての人をこれに従属させることであ った」と述べている（１４６頁，な

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１２）
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　お，マノレクス（在パリ）からエソゲノレス（在ヴ ヱヴ ェ）宛の１８４０年８月１７目付書

　翰，全集第２７巻，１２７頁も参照）。 さらに『フラソスにおげる内乱，第一草稿』

　（１８７１年４～５月執筆，マノレクス ・エソゲノレス 全集 ，第１７巻）では，ｒフラソスの

　農民は，彼らがほんとうに望んでいるものはなにかということを ，１８４９年と１８５０

　年に，彼らの村長を政府の知事に，彼らの学校教師を政府の司祭に，彼ら自身を

　政府の憲兵に対立させることによっ て示しはじめた。１８４９年そしてとくに１８５０年

　１月と２月に秩序党がつくっ た反動的諸立法（フラソスをいくつかの軍管区に分

　げて極悪の反動家をすえ ，これに広範た権限を与えた法律，共和国大統領に市町

　村長任免権を与えた法律，学校教師を知事の監督下においた学校教師取締法，お

　よび国民教育の指導にたいする聖職老の影響力を強めた教育法のことなどをさす

　一筆者注）の核心は，とりわげ フラソスの農民を対象とするものであ った。フラ

　ソスの農民が ノレイ ・ボナバノレトを共和国大統領としたのは，第一革命（１７８９年の

　革命）から農民が受げとっ たすべての利益が，農民の言い伝えのなかで空想的に

　第一ナポレォソの一身に引きうつされていたからである 。クーデタの後にフラソ

　スのいくつかの県で起こっ た農民の武装蜂起と憲兵の農民狩りとは，この幻想が

　急速にくずれていっ たことを証明していた」（５１９～５２０頁）といい，さらにｒ中

　央集権的政府機構の中心地，本拠としてのパリは，農民を憲兵，収税吏 ，県知事 ，

　司祭および農村有力者の支配に，すなわち農民の敵の事例に従属させ，農民から

　あらゆる生活を奪 った。パリは，農村地方におけるあらゆる独立的生活の機関を

　抑圧した。……パリを拠点とする政府の中央集権制をつうじて ，農民は政府と資

　本のパリによっ て抑圧された。」（５２９頁）と書いている 。この叙述部分は，『フラ

　ソスにおげる階級闘争』やｒブリュメーノレ十八目』の当該個所とくらべると ，そ

　の記述が簡潔化されている反面，より深い内容づけがなされていることを見落し

　てはならない。このことは本文で述べるところであるが，ボナバノレト政府にたい

　するマルクスの把握の仕方の発展と結びついていると考えることができる 。

１０）ニソゲノレスｒ昨年１２月にフラソスのプ ロレタリアが比較的不活発だ った真の原

　因』（全集 ，第８巻）２２２頁。エソゲルスのこの論文は１８５２年２月に書かれたもの

　である。それは，マノレクスが『ブリュメーノレ十八目』の最終章の執筆にとりかか

　っ ていたぽほ同時期に書かれた。マノレクス（在 ロソドソ）とエソゲルス（在マソ

　チ ェスター）は，１８５１年８月以来，ルイ ・ナポレオソについての意見をしぱしぱ

　交換しており ，エソゲノレスの１８５１年１２月３目付の書翰は『ブリュメール十八目』

　の書き出しのたかにそ っくり生かされている（マノレクス ・ニソゲルス全集 ，第２７

　巻，３２６～３２７頁参照）。 そういう点から考えると ，ニソゲノレスのこの論文は，マ

　ノレクスにとっても十分に納得のいくものであ ったと考えてよい。当時のエソゲノレ

　スは「階級均衡」ということを幅広く ，柔軟にとらえていたように思われる 。と

　　　　　　　　　　　　　　　　（３１３）
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　　いうのは，ｒフラソス杜会のあいたたかう諸階級の均衡」と規定したさい，次の

　　行文がその前提的理論として展開されているからである 。すなわち ，「階級闘争

　　は，現実の戦闘行動と結びついているわげではなく ，それをたたかうのにかたら

　　ずしもバリケードや銃剣を必要としない。あい対立し，あい争う利害や杜会的地

　　位をもっ た， さまざまな階級が存在しているあいだは，階級戦争は消滅すること

　　ができない。このにせものナポレオソが祝福された登場をして以来，大土地所有

　　者と農業労働者あるいは分益農，大金融業者と低当負債を背負 った小自由農，資

　　本家と労働者がフラソスの住民のあいだになくな ったという話は，まだ聞いたこ

　　とがない。」（同上書２２２頁）と書いている。資本制的経済構造がまだ十分に発展

　　していないフラソス杜会の複雑な階級構成がもたらしたこの「諸階級の均衡」を

　　ニソゲノレスはいわぱ状況論としてとらえているようにみえる 。この「均衡」論が ，

　　　『住宅問題』その他でボナパルティズム を「プ ノレジ ョアジーとプ ロレタリアート

　　の均衡」という概念になぜおきかえるにいた ったか ，という点の解明こそボナパ

　　ルティズムの歴史概念化にとっ て必要不可欠な作業ということになる 。なお ，そ

　　のさい ，マノレクス自身が，第二帝政について「実際には，それは，プ ノレジ ョアジ

　　 ーが国民を統治する能力をすでに失 っており ，そして労働者階級がまだそれを獲

　　得していないような時期における ，ただ一つの可能な政府形態であ った」（『フラ

　　 ソスにおげる内乱』 ，全集第１７巻，３１４頁）と書いていることを念頭におくべきで

　　ある 。

ｎ）　 クラブ禁止の緊急動議と議決の意味づげについては，プノレクス ＝ニソゲルス

　　　「バリの情勢」（全集 ，第６巻，２０８～９頁）参照
。

ユ２）　 ヱソゲノレスは「フラソスの労働者階級と大統領選挙」（１８４８年１２月執筆，全集

　　第６巻，所収）で，ｒ労働者の諸新聞は，いずれにしても戒厳状態や，傾向裁判

　　や保障金によっ て弾圧された」（５４２頁）と書いている
。

１３）　 マノレクスは，「評論１８５０年５月～１０月」のなかで次のように書いている 。ｒ秩序

　　党は人民と闘争するうえで，たえず執行部の権力を増大させざるをえたくされて

　　いる。執行部の権力が増大させられることに，その担い手ボナバルトの権力を増

　　大させる。だから ，秩序党は，その共同の権力を強化するに比例して ，ポナバノレ

　　 トの王位倦奪の闘争手段を強化し，決定の目に暴力的に立憲的解決を挫折させる

　　ポナパルトの機会を強化する」と（マノレクス ・ニソゲルス 全集，第７巻，４６２頁
，

　　参照）。 この行文は，ｒフラソスにおける階級闘争」のなかにそのまま生かされて

　　いる（同上巻，１００頁 ，参照）。

ユ４）　 マルクスは，『ブリュメール十八目」の中では，ポナパノレト＝第二帝政の経済

　　政策についてはきわめて簡単にしかふれていない。だが，その指摘は，第二帝政

　　を特徴づげるうえできわめて重要な内容をもっ ている 。彼は，こう書いている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１４）
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　　「工業と商業，つまり中間階級（ブ ノレジ ョアジー）の事業は，強力な政府のもと

　でむろ咲きの花を咲かせねぱならない。」といい ，無数の鉄道敷設権の下付によ

　っ て「銀行と政府のあいだに獅子の契約が結ぱれ」，低当銀行を設立させて「農

　民が負債をしょいこむのを促し ，所有の集積をはやめた」（２０２頁，なお ，マノレク

　スの１８５２年６月２６日のクルス（在ワシソトソ）宛書翰 ，全集第２７巻，４２９頁 ，お

　よびエソゲノレスの５２年３月１８目付のマノレクス 宛書翰 ，同上，３２～３３頁もこの点に

　ついてふれている）と 。マノレクスが，第二帝政の経済政策を本格的に叙述し ，そ

　の本質についての豊かな規定を行 っていく州よ，ｒ小ボナバノレトのフラソス」

　（１８５６年４月 ，全集第１１巻所収） ，とくに「クレ ディ ・モビリニ」（１８５６年８月 ，

　全集第１２巻所収）以後の諸論説においてである 。この点の詳細な分析は，次節の

　課題である 。

１５）　『ブリュメーノレ十八目』では，マノレクスは，第二帝政を例外国家として揚定し

　てはいない。それが明確に例外国家という規定を与えられるのは，『フラソスに

　おける内乱』第二草稿においてである 。これは，後に検討することにするが ，

　　ｒブリュメール十八目』と対照させるために ，この第二草稿の個所を引いておこ

　う 。ｒ帝国 ，国民中の生存老の大多数者，すなわち外見上階級闘争の範囲外にあ

　っ て， 資本と労働の中問に立 っている（相争う二つの杜会勢力のどちらにたいし

　ても冷淡で，敵意をもっ ている）かのようにみえる農民に立脚すると称する帝政，

　支配階級にたいしても ，被支配階級にたいしても優越した一勢力として国家権力

　を行使し，この両者にたいして休戦を強要し（階級闘争の政治的な ，したが って

　革命的な形態を沈黙させ） ，横領者階級の議会権力，したが ってその直接の政治

　権力を打ち砕くことによっ て， 国家権力からその直接の階級専制の捗態をはぎと

　る帝政は，古い杜会秩序に一時的な延命を保障する唯一の可能な移態であ った」

　（全集 ，第１７巻 ，５６３～５６４頁）。

！６）注９）参照。なお ，マルクスは「イタリアの暴動一イギリスの政治」（１８５３年２

　月執筆，全集第８巻）のなかで，ルイ ・ナポレオソの弾圧によっ て亡命した人数

　を書いている 。それによると ，パリとセーヌ 県だけでも約４，ＯＯＯ】人
，エロー県で

　２，６１１人 ，ニエーブ ノレ県で１，４７８人 ，ヴ ァーノレ県で２，１８１人そのほか１２，０００人が

　アフリカに追放された（５０８頁参照）。 なお ，マノレクス（在 ロソドソ）からアード

　ノレフ ・クノレス（在ワシソトソ）への１８５２年７月２０目の書翰（全集 ，第２８巻 ：４３０

　～４３１頁）も参照、。

１７）　『フラソスにおける階級闘争』で，マルクスはこう述べている 。「連合ブ ノレジ ョ

　ア分派は，彼らの統治した権力の唯一の可能なヲモ多態，彼らの階級支配のもっとも

　完全な彩態である立憲共和制から ，下級の ，不完全な ，より弱い形態である君主

　制へ後退することによっ て， すでに運命の判決をくだされている」（全集 ，第７

　　　　　　　　　　　　　　　　（３１５）



３６　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第３号）

　　巻９１頁）と 。

　１８）わが国のｒナポレオソ的観念」の基礎分析をはじめて取上げられたのは，山田

　　盛太郎著『目本資本主義分析』（１９３４年，岩波書店刊）である。そこでは，こう

　　述べられている 。

　　　　「目本におげる『ナポレオソ的観念」の清髄は，自作農の中堅，中農の上層都

　　分」である。ｒｒナポレオソ的観念』の基礎は合理的に把握される必要がある 。

　　１６４５年に王党をネースビーに撃破せしクロムウヱ ルの軍隊を彩成せしものは『独

　　立農民たるヨーマソ階級』であり ，またフラソス大革命におげる精鋭たナポレオ

　　 ソの軍隊の基礎をなせしものは『零細土地所有農民』であり ，また ，１８７１年，バ

　　リの堅塁を抜きしピスマルク＝モルトケの軍隊の根幹たるものは『復興』に飢え

　　しプ ロシアの『封建的土地貴族』であり ，さらに旧露の柱石，精惇なるコ サッ ク

　　騎兵の構成要素はｒ富裕農』ｒコ サック農民』であ った」

　　　 この叙述は混乱にみちている。この行文のあやまりについての仔細な検討は ，

　　本稿の結びで改めて行うことにしたい。さしあた って ，ここではわたしには首肯

　　できるニコラス ・プーラソツアスの次の行文をあげておくに止めよう 。「ボナバ

　　ルティズムこそが独自の階級としての ，この杜会構成体におげる杜会勢力として

　　分割地農民を構成する」（『資本主義国家の構造』Ｉ ，田口富久治 ・山岸紘一訳９２

　　頁）。 プーラソツアスのこの指摘は，きわめて重要な論点を開示している。すた

　　わち，彼は分散的存在として農民をボナパルトがはじめて杜会勢力としての階級

　　としてまとめ上げたとい っているのである 。

１９）エソゲルス（在マソチ ェスター）は，１８５１年２月５目のマノレクス（在 ロソドソ）

　　に宛てた書翰で，ブ ノレジ ョアジーの内部分裂の状況について ，こう書いている 。

　　　　「ブルジ ョアが彼らの古い正統王朝派やオルレアソ派の親方たちからますます

　　離れつつある 。第一に，会議ではバロシ ュを支持したものはかなり少数で，そこ

　　では連合派が彼を倒した。そして ，連合派は非常に多くの非ボナパルト派，かつ

　　てのオルレアソ派などから成っていた。次には保守的ブルジ ョアジー全体のあか

　　らさまた気分で，これはナポレオソにとっ て以前よりもずっと有利にな ってい

　　る。この連中の大部分は，今ではオルレアソ派の王政復古陰謀も正統王朝派のそ

　　れをも全然望んでいない。こんな解決は彼らにとっ て厄介なことたのだ。そして

　　彼らが欲しているのは，現在の大統領制が長びくことなのだ。……だが，このよ

　　うたいい加減などっ ちつかずはただ集団そのものの場合にのみ可能だということ ，

　　そして自分がこの派の正式の代表者だと主張しようとする者も ，６ケ月以内にみ

　　な再び中立を脱して明確な王政派が帝政のなかに追いこまれるだろう」（全集第

　　２７巻，１５９～１６０頁）。

２０）エソゲルスは，１８５２年３月１８日付のマノレクスヘの書翰で，ポナパルトの国債政

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６）



　　 マノレクス ・エソゲルスのポナパノレテイズム概念の展開についてｅ（後藤）　　　　３７

策や郵政改革などについて ，自ら「真正杜会主義老」と名の っているポナパノレト

カミ「ますますブ ノレジ ョア的常識の軌道にはまっ ていくことの非常に決定的な徴侯

だと述べている（全集，第２８巻３３頁）。マノレクスも ，５２年１２月３目付のニソゲノレ

ス宛書翰で，ｒボナパルトの帝国密月は盛大なものだ。この男はいつでも借金で

暮らしてきた。……そのためにさっ そく株式売買や鉄道思惑のための特殊銀行

だ。 この男はまっ たく相変らずだ。大山師と王位倦望者とはけ っして相容れたい

ことはないのだ。云次」と書いている（同上 ，１６８頁）。 ただ ，このマノレクスの書

翰は，ｒブリュメール十八目』の中に加えるべきものではなく ，それ以後のボナ

パノレト論と関連しているとみた方がよかろう 。

（３１７）




